
１．はじめに

　アマチュア無線の免許制度が大きく変わります。
　アマチュア無線・電波に興味・関心を持った青少年

の方などが，その興味・関心が高いうちに，迅速に，

よりわかりやすい手続によりアマチュア局を開設・運

用できるようになりました。アマチュア局の開設・運

用までの手続の迅速化や免許制度の簡素合理化，デジ

タル化の推進等を行うことにより，初心者やライトユー

ザーの方にとって，アマチュア無線を始めやすく・続

けやすくなることにつながることが期待され，申請者

等の方の負担軽減や申請処理期間の短縮，行政の効率

化等が進みます。

　すべてのアマチュア局免許人の方に関係するもので

すので，今一度，ご確認をお願いいたします。これか

らアマチュア無線を始める方だけでなく，既にアマチュ

ア局を開設・運用している免許人の方にとってもメ

リットが大きい改正となっております。

2．無線従事者免許と無線局免許の同時申請

　アマチュア局の開設・運用までの期間の大幅な短縮
を図るため，アマチュア無線従事者免許とアマチュア
局免許を同時に申請できるようになります。
　これまで，アマチュア無線従事者免許証の取得後で

なければ，アマチュア局の免許申請はできませんでした

が，アマチュア無線従事者資格の国家試験合格や養成

課程修了から，アマチュア局の開設・運用までの期間

が大幅に短縮できるように，「アマチュア無線従事者免

許」と「アマチュア局免許」を，同時に申請することが

できるようになりました。これにより，アマチュア無線

や電波への興味・関心や意欲が高いうちに，いち早く

アマチュア無線を始めることができるようになります。

　必ずしも同時に申請する必要はありません。アマ

チュア無線従事者免許の申請を提出した後は，いつで

も，アマチュア局免許の申請ができます。アマチュア

局免許を申請するときには，使用する無線機のご用意

が必要となります。最初に使用される無線機は，技術

基準適合証明等のマークが付いた無線機がお勧めで

す。同時申請をする場合，申請書（無線従事者免許の

申請書，無線局免許等の申請書）の提出先は，アマチュ

ア局の設置場所や常置場所（住所等，無線機が通常置

かれている場所。）を担当する総合通信局等となります。

　JARL会員の皆さま方からの周知広報，特に，交信

体験（体験運用）に取り組まれる方から体験者の方への

周知広報を，ぜひ，お願いします。

〇�上位資格を取得された方やカムバックハムの方にも
同時申請

　新たにアマチュア無線を始める方の同時申請だけで

なく，次のような同時申請も可能です。

・�「上位資格のアマチュア無線従事者免許の申請」と「ア

マチュア局免許の変更申請」� �

〔例〕第3級アマチュア無線技士の方が第2級アマチュ
ア無線技士の国家試験合格や養成課程修了の後，上

位資格（第2級）の無線従事者免許の申請と無線局免

許の周波数等の一括表示記号※3AMから2AMへの

変更申請を同時に行うことができます。※後述の「4．

周波数等の一括表示記号」をご確認ください。

・�「アマチュア無線従事者免許証の再交付の申請」と「ア

マチュア局免許の申請」� �

〔例〕カムバックハムの方で無線従事者免許証を汚損，
破損したり，紛失したため，無線従事者免許証の再

ワイヤレス人材育成のための 
アマチュア無線の活用等に係る制度改正について②

総務省総合通信基盤局電波部移動通信課

　JARL�会員の皆さま方には，日頃から総務省の情報通信行政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
この場をお借りしまして，改めまして感謝申し上げます。
　JARL�NEWS� 2023年春号に続きまして，ご紹介させていただく機会をいただきありがとうございます。今回は，令
和5年9月25日に施行予定の内容を中心に「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正」（令
和5年3月公布）につきまして，制度の概要等についてご紹介させていただきます。
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交付と無線局免許の開設申請を同時に行うことがで

きます。〔資料1〕

3．アマチュア局の申請書等の特例様式

　初心者やライトユーザー（※）の方にとって見やす
く・分かりやすい無線局免許申請書等の特例様式等を
導入します。
　アマチュア無線に興味・関心を持った青少年などの
初心者やライトユーザーの方にとって分かりやすい手

続や申請書等のアマチュア局の免許制度により，申請

者等の方の利便性向上や手続の迅速化とともに行政コ

ストの削減にもつながります。
※�空中線電力50W以下の適合表示無線設備のみを使用するア
マチュア局（人工衛星等のアマチュア局を除く。）で移動するも

のの開設・運用を行う個人。

　今回の改正で，新たに4つの特例様式（以下㋐～㋓）

が導入され，既存のアマチュア局の様式（以下㋔と㋕）

も改正されます（以下の㋐と㋑については，無線局事

項書及び工事設計書との一体型となっています。）。様

式については，電波利用ホームページからダウンロー

ドできるよう準備を進めております。

㋐ライトユーザーの方用の開局申請書（新設）

㋑ライトユーザーの方用の変更等申請書・届出書（新設）

㋒アマチュア局用の再免許申請書（新設）

㋓アマチュア局用の変更等申請書・届出書（新設）

㋔無線局事項書及び工事設計書（改正）

㋕免許状（改正）

▲総務省・電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/

●推奨される申請（届出）様式について（無線局免許手続規則）
申請者等の区分 申請の区分 推奨様式

①�初心者やライトユーザーの方
※1，3

免許申請（開局申請） 別表第十三号第1（特例様式）

変更申請 または 変更届 別表第十三号第2（特例様式）

再免許申請 別表第十四号第1（特例様式）

②その他の方
※3，4

免許申請（開局申請）※2
別表第一号
外資規制の対象外の無線局の場合

別表第二号の三第3

変更申請 または 変更届※2
別表第十四号第2（特例様式）

別表第二号の三第3

再免許申請 別表第十四号第1（特例様式）
※1��初心者やライトユーザーの方：空中線電力50W以下の適合表示無線設備のみを使用するアマチュア局（人工衛星等のアマチュア局を除く。）で移動

するものの開設・運用を行う個人の方
※2��別表第一号又は別表第十四号第2（特例様式）に、別表第二号の三第3（無線局事項書及び工事設計書）を添付して提出する必要があります。
※3��別表第一号（無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式）、別表第四号（無線局の変更等申請書及び変更届出書の様式）も、引き続き使用可能です。
※4�人工衛星等のアマチュア局は、これまでどおり一般のアマチュア局とは別の様式となります。
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　以下の表のとおり，申請者等の区分ごとに，推奨さ

れる様式（無線局免許手続規則別表）での申請等をお願

いします。第四級アマチュア無線技士，第三級アマ
チュア無線技士の方で，技適マークがついた一般的な
トランシーバーを使用される方（初心者やライトユー
ザー※の方）は，前ページの表の①の区分での申請等
が推奨される様式になります（一部，当てはまらない場
合もございます。）。〔資料2〕
　なお，総務省では，国全体で進められている「デジ

タル原則」に沿って，申請・届出の原則電子化を目指

した様々な取組を進めております。電子申請を行って

いただくことで，申請の処理状況が分かる，免許まで

の期間が短くなるなど，申請者等の方にもメリットが

ございます。かんたん・お得な電子申請を，この機会

に，ぜひ，ご利用ください（詳細は，電波利用ホームペー

ジをご確認ください。）。

4．周波数等の一括表示記号

　申請書の記載や免許状表記の簡素合理化を図るた
め，無線局免許状等の「電波の型式，周波数及び空中
線電力」の欄は，周波数等（※1）の一括表示記号が記
載されることとなります。無線局免許状等の記載内容
として，記号ごとに，その内容が法令（※2）により定
められておりますので，必ず記号の内容を確認してか
ら，アマチュア局を運用してください。
※1�周波数等とは，「電波の型式，周波数及び空中線電力」の
ことです。

※2�アマチュア局に指定することが可能な電波の型式，周波数
及び空中線電力を一括して表示する記号を定める件（令和5

年総務省告示第77号）

　周波数等の一括表示記号は，アマチュア局が多数の

免許人の方で周波数を共用してお互いに譲り合いなが

ら電波を使用しており，かつ，一の規格であること等

から，その態様等に鑑みて，いずれのアマチュア局で

あっても「周波数の割当て可能性」が同じとなることに

着目して，アマチュア局として周波数の割当て（割当

てに係る空中線電力を含む。）が可能な全範囲について，

周波数等の一括表示記号を導入するものです。一方
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で，無線従事者資格等の区分に応じた周波数等の制限

があることから，全てのアマチュア局に同一の周波数

等の一括表示記号による表示をすることは不合理であ

るため，結果として，これらの区分に応じた周波数等

の一括表示記号を定めるものとしたものです（無線従

事者資格に紐付いて周波数等の一括表示記号を定めた

ものではなく，結果として無線従事者資格等の区分に

応じた周波数等の一括表示記号と見えることとなった

ものに過ぎません。）。

　これにより，申請書の記載や免許状等の表記の簡素

合理化が図られており，また，電子申請にも，より適

したものとなっております。これまで申請にあたって
は，工事設計書の無線設備に応じて，無線局事項書に
周波数等を事細かく記載することが必要でしたが，「□
指定可能な全ての電波の型式，周波数及び空中線電力」
に，チェックをするのみとなります。
　アマチュア無線に興味・関心を持った青少年などの

初心者やライトユーザーの方にとって分かりやすい手

続や申請書等のアマチュア局の免許制度とすることで，

申請者等の方の利便性向上や手続の迅速化とともに行

政コストの削減にもつながるものです。

　なお，あくまでも無線局免許状等の記載上の簡素化

等を行うためのものですので，実際には，工事設計書

に記載した無線設備が発射可能な周波数等以外は使用

できません。また，工事設計書の記載などはこれまで

どおり必要であり，無線設備を取替，増設，撤去，変

更等する場合は，申請又は届出が必要です（周波数等

の一括表示記号は，工事設計書の記載では使用できま

せん。）。なお，人工衛星等のアマチュア局については，

国際調整の結果を踏まえ，個別に周波数等を指定する

こと等から，周波数等の一括表示記号の対象外として

おります。

　また，周波数等の一括表示記号の導入に併せて，占

有周波数帯幅の許容値の簡素合理化や個々の送信機等

ごとに適切な監理，把握を行う等のため，関係規定の

整理を行っておりますので，詳細は法令をご確認くだ

さい。

○「指定周波数」と「動作することを許される周波数帯」
　周波数等の一括表示記号は，「指定周波数」により定

められておりますが，この「指定周波数」に対応する「動

作することを許される周波数帯」は，次の告示のとお

りです。アマチュア局においては，その発射の占有す

る周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発

射も，その局が動作することを許された周波数帯から

逸脱してはならないこととされています（無線局運用規

則第257条）。また，アマチュア局の運用に際しては，

いわゆるバンドプラン（法令）を守らなければなりませ

ん（無線局運用規則第258条の2）。

・�アマチュア局が動作することを許される周波数帯を

定める件（平成21年総務省告示第126号）

・�いわゆるバンドプラン（法令）（アマチュア業務に使用

する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件（令

和5年総務省告示第80号））

○�工事設計書の記載とアマチュア局特定附属装置につ
いて
無線局免許状等の記載上の簡素合理化のため，周波

数等の一括表示記号が導入されますが，実際には，工

事設計書に記載された無線設備が発射可能な周波数等

以外は使用できないこととなっております。

　「アマチュア局特定附属装置」については，すべての

アマチュア局の送信機の外部入力端子に「アマチュア

局特定附属装置」が接続されることを前提として捉え

ることとしておりますので，アマチュア局特定附属装

置が送信機の外部入力端子に接続されている場合に

は，工事設計書に当該アマチュア局特定附属装置に係

る電波の型式が記載されていない場合であっても，当

該電波の型式を使用することができます。

●周波数等の一括表示記号
一括表示記号 無線局の区分 無線従事者の資格

1AF 移動しない局
第一級アマチュア無線技士

1AM 移動する局

2AF 移動しない局
第二級アマチュア無線技士

2AM 移動する局

3AF 移動しない局
第三級アマチュア無線技士

3AM 移動する局

4AF 移動しない局
第四級アマチュア無線技士

4AM 移動する局

ATR アマチュア業務の中継用無線局

※�記号ごとの内容については、電波利用ホームページ「アマチュ
ア無線」コーナーにも掲載しておりますので、ご確認ください。

〔資料3〕〔資料4〕
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資料3
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5．�適合表示無線設備の取替・増設・撤去に
係る手続の簡素合理化

　周波数等の一括表示記号の導入を踏まえて，アマ
チュア局については，技術基準適合証明等を受けた無
線設備（適合表示無線設備）の取替，増設，撤去につ
いては，届出となります。
　これにより，技術基準適合証明等を受けた無線設備

（適合表示無線設備）のみを使用する，アマチュア無線

に興味・関心を持った青少年などの初心者やライト

ユーザーの方にとって，分かりやすい手続や申請書等

となり，申請者等の方の利便性向上や手続の迅速化と

ともに行政コストの削減にもつながります。

　ただし，適合表示無線設備を改造する，附属装置を

接続（※）する等の「変更」を行った場合は，届出には

なりません。変更申請が必要であり，また，国や登録

検査等事業者による検査等又は保証実施者による保証

が必要となります。

　なお，適合表示無線設備を改造する等の変更の工事

を行った場合は，適合表示無線設備の表示をその無線

設備から除去しなければなりません。この場合，適合

表示無線設備ではなくなりますので，その効果もなく

なり，国や登録検査等事業者による検査等又は保証実

施者による保証を受けなければ，使用することはでき

ません。
※ �附属装置の接続については，「アマチュア局特定附属装置」
に該当する場合は，変更には当たらず，届出も必要ありません。

※�「無線設備の変更の工事をする場合の届出」については，
JARL�NEWS�2023年春号の10.お知らせ①，または，電波

利用ホームページ「アマチュア無線」コーナーをご確認ください。

6．アマチュア局特定附属装置

　「アマチュア局特定附属装置」の免許手続が簡素合理
化されます。
　「アマチュア局特定附属装置」については，すべての

アマチュア局の送信機（※）の外部入力端子に「アマ

チュア局特定附属装置」が接続されることを前提とし

て捉えることとし，次のとおり簡素合理化されます。

　これは，送信機にパソコンを接続して行うデジタル・

データ通信が広がっており，送信機の外部入力端子に

パソコンを接続して運用することが一般的なものとなっ

ていること等を踏まえたものです。人工衛星等のアマ

チュア局については，この制度の適用はありません。
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※適合表示無線設備以外の無線設備（送信機）も対象です。
①�アマチュア局特定附属装置については，無線局事項
書及び工事設計書への記載は不要です。（無線局事
項書の備考欄への「デジタルモードのため附属装置

（PC）を接続」等の記載，送信機系統図（附属装置の

諸元を含む）の添付も，不要です。）�
※�「無線局事項書及び工事設計書」に，アマチュア局特定
附属装置に係る記載があっても，記載がない場合と同様に手

続が行われます。
②�開局時，無線設備変更時を問わず，アマチュア局特
定附属装置を含めた手続，検査等は，不要です。
これにより，無線技術のソフトウエアの設計などの

実験や技術の探求にチャレンジしやすくなり，より

自由で試行錯誤がしやすい環境が実現されることで，

電波やアマチュア無線に興味を持って実験や技術の

探求を続けることにつながり，ワイヤレス人材育成

の裾野拡大につながります。〔資料5〕

○アマチュア局特定附属装置とは
・�無線設備の送信機の外部入力端子に接続する附属装
置であって，当該接続により当該送信機に係る無線
設備の電気的特性（電波の型式に係るものを除く。）
に変更を来さないものをいいます。
・�パソコン，マイク，ファックス，ビデオカメラ，電
鍵等が一般に該当するものと考えられますが，当該
送信機に係る無線設備の電気的特性（電波の型式に
係るものを除く。）に変更を来すものは除かれます。
リニアアンプ，周波数変換装置などは対象外であり，
無線局事項書及び工事設計書への記載や変更申請等
が必要となります。
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7．いわゆるバンドプラン（法令）の簡素合理化

　初心者やライトユーザーの方にとって分かりやすい
ものとするため，いわゆるバンドプラン（法令）の簡素
合理化を行います。
　アマチュア局は多数の免許人の方で周波数を共用し

て電波を使用していることから，アマチュア局の周波

数帯の中で，利用の態様による使用区別（いわゆるバ

ンドプラン（法令））を設けることとしております。ア

マチュア局の運用に際しては，いわゆるバンドプラン

（法令）を守らなければなりません（無線局運用規則第

258条の2）。

　また，ご存じのとおり，アマチュア無線は歴史が古く，

これまでに引き継がれてきたマナーや慣習も存在しま

す。アマチュア局にとって，バンドプラン（法令）だけ

でなく，マナーや慣習（JARLアマチュアバンドプラン）

も守ってアマチュア局同士が譲り合って電波を使用す

ることは大切なものと考えております。なお，マナー

や慣習（JARLアマチュアバンドプラン）を法令によっ

て規制等するものではありません。

　いわゆるバンドプラン（法令）は，次の方針により定

めております（令和5年9月25日施行）。今後も引き続

き，周波数の利用状況等も踏まえ，適宜，適切に見直

しを行ってまいります。

・�規制・制限は行わないことを基本としつつ，使用区

別を設ける場合にあっては，特に専用的な使用区別

に関して必要最小限とする。

・�アマチュア局全体や当該アマチュア局の運用等に影

響を与える使用区別（レピーター，衛星通信等）を，

専用的な使用区別とする。

・�他の使用区別に対して一定の配慮が必要な使用区別

（CW，EME，入門バンドである144MHz帯及び

430MHz帯の広帯域（FM））を，専用的な使用区別と

する。

・�上記以外は，全電波型式とする。

・�なお，1.8MHz帯，3.5MHz帯，7MHz帯，10MHz帯，

18MHz帯及び28MHz帯のCW専用使用区別は，

7MHz帯以下は30kHz帯幅に揃え，それ以外は必要

最小限のものとする。また，公衆網接続については，

その利用の態様に鑑み入門バンドである144MHz帯

及び430MHz帯では，必要最小限のものとする。〔資
料6〕

▲総務省・バンドプラン（最終ページ参照）

8．�アマチュア局の周波数測定装置に係る�
規定の整理

　アマチュア局の送信設備（※1）には，周波数測定装

置（※2）又は代替装置（※3）を備え付けなければなら

ないところ，当該代替装置の規定が電波法施行規則と

告示に分かれており，分かりやすさの観点で，これを

電波法施行規則（第11条の3第7号）に一本化しました。

また，改正後の「事項書及び工事設計書」（免許規則別

表第二号の三第3）の「周波数測定装置の有無」欄は，

周波数測定装置と代替装置に分けて記載することとし

ました。引き続き，「26.175MHzを超える周波数の電

波のみを使用する送信機の場合又は空中線電力10W以

下の送信機のみの場合」は，記載は必要ありません。

　なお，初心者やライトユーザーの方用の特例様式（免

許規則別表第十三号第1，別表第十三号第2）の使用は

適合表示無線設備に限られており，一般的に市販され

ている適合表示無線設備が概ね代替装置を備え付けて

いること等から，周波数測定装置の欄は設けず，周波

数測定装置を備え付けている場合又は代替装置を備え

付けていない場合に，備考欄にその旨を記載すること

としています。

●改正後の工事設計書「周波数測定装置の有無」欄

周波数測定
装置の有無

周波数測定装置 ※2 □有
□無施行規則第11条の３第７号の

装置 ※3 □有

※1��26.175MHzを超える周波数の電波を使用するもの、空中線電力
10W以下のものを除く。

※2��その誤差が使用周波数の許容偏差の２分の１以下である周波数測定
装置（電波法第31条）

※3��送信設備から発射される電波の特性周波数を0.025%（9kHzを超え
526.5kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0.005%）以内の
誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当
該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認する
ことができる装置（電波法施行規則第11条の3第7号）

資料
6
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9．お知らせ

○電波の強度に対する安全施設「簡易な適合確認書」
電波の強度が，人体の健康に好ましくない影響を及

ぼさない基準値以下であることを確認する方法に，「簡

易な適合確認書」を追加しました。電波利用ホーム

ページに公開しておりますので，適合確認にご活用く

ださい。

　「簡易な適合確認書」は，電波防護のための基準への

適合確認をより簡易に行うためのものです．半波長ダ

イポールアンテナ（絶対利得：2.14� dBi）を使用してい

る場合においては，アマチュア無線で一般的に使用さ

れる周波数帯及び空中線電力ごとの基準に適合する電

波の発射源からの距離の目安値は，〔資料7〕の表のと
おりです。電波の発射源から一般の人々が通常出入り

する場所までの距離を同表と比較することにより，簡

易的に適合性を確認することができます。ここで，電

波の発射源からの距離とは，空中線の素子の最近接箇

所からの距離をいいます（給電点や構造上の中心点か

らの距離ではありません）。より大きな利得の空中線を

使用している場合や増幅器を使用している場合など，

「簡易な適合確認書」の使用に当たっての前提条件を満

たさない場合は，同じく電波利用ホームページに公開

している「簡易な適合確認プログラム」などにより，個

別に適合性を検討してください。なお，「簡易な適合確

認書」は，電波防護のための基準に適合することを簡

易的に確認するためのものであり，これ以外の方法で

も，詳細な計算を行うことにより適合性を確認できる

ことがあります。〔資料8〕

▲（総務省）簡易な適合確認書（半波長ダイポールアンテナ）
https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/confirmation/
safety/

○�空中線電力20W以下の送信機の部品について
空中線電力20W以下の送信機の部品の工事設計を改

める場合又は取り替える場合は，無線設備の電気的特

性（電波の型式を除く。）に変更を来さない場合に限り，

許可を要しない工事設計の軽微な事項として届出とす

ることができるようになります。例えば，送信機等に

リニアアンプや周波数変

換装置などの接続を行っ

て，空中線電力や周波数

など（電波の型式を除く。）

に変更を来すこととなる
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場合など，無線設備の電気的特性に変更を来す場合は，

工事設計の軽微な事項とはならないため，国や登録検

査等事業者による検査等又は保証業者による保証が必

要となります。なお，電気的特性とは，電波の型式，

周波数，空中線電力，スプリアスその他のものをいい

ます。

　周波数等の一括表示記号の導入に伴い，個々の送信

機等ごとに適切な監理，把握を行う等が電波監理上必

要となることから，送信機が発射することを予定して

いない電波を発射しうる電気的特性に変更を来すよう

な変更等は，許可や検査等の手続の対象となっており

ます。

○�2,425MHz帯及び5,750MHz帯の周波数の使用状況
（アマチュア局の二次業務の周波数）
アマチュア局の二次業務の周波数のうち2,425MHz

帯及び5,750MHz帯の周波数は，2.4GHz帯では無線

LAN等が，5.7GHz帯では無線LAN，無人移動体画像

伝送システムがそれぞれ用いられているほか，5.8GHz

帯はDSRCシステムに割り当てられており，主として

高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられて

いますので，それらの無線システム付近での使用は避

ける等，運用の際には適切な措置を執る必要がありま

す。なお，前回，ご紹介させていただきましたが，無

線設備が2,425MHz帯及び5,750MHz帯を発射可能な

場合は，申請に当たり「一次業務の無線局に有害な混

信を生じさせることがないよう，適切な措置を執るこ

とができるものであること」を確認できる書類をご提出

いただいております（電波利用ホームページに「二次業

務の周波数の使用に当たっての確認書（例）」を掲載し

ておりますので，ご活用ください。）。

（参考）2,425MHz帯及び5,750MHz帯の周波数の使用
状況〔資料9〕

10．�電波利用ホームページ「アマチュア�
無線」コーナーの公開

　総務省では，電波利用ホームページに新たに「アマ

チュア無線」のコーナーを公開し，アマチュア無線に

関する制度や情報等について周知広報を行っておりま

す（今回の制度改正内容についても，順次公開してお

ります。）。様々な情報をまとめておりますので，ぜひ

一度，ご確認ください。ご不明な点など，お問い合わ

せは，各地の総合通信局等へお願いいたします。

▲電波利用ホームページ「アマチュア無線」
https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/index.htm

11．�アマチュア無線交信体験（体験運用）の
リーフレットの公開

　JARL（8J1RL）の「こどもの日特別運用」をはじめ

として全国のJARL会員の皆さま方により，それぞれ

の方が・それぞれの知識や経験を生かした創意工夫で，

交信体験（体験運用）に取り組んでいただいていると

伺っております。今，アマチュア無線界の，草の根の

力強いうねりを感じております。
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　総務省では，JARL会員の皆さま方の交信体験（体

験運用）をサポートさせていただくため，アマチュア無
線交信体験（体験運用）のリーフレットを電波利用ホー
ムページに公開しております〔資料10〕。この1枚に，
制度の趣旨やルールをまとめて紹介させていただいて

おりますので，交信体験のご紹介や交信体験の場で，

ぜひ，ご活用ください（※

そのまま少量コピーして

配布するのであれば，総

務省の許可等は不要です。

他の印刷物の一部とする，

加工・編集等については，

ご遠慮ください。）。

　また，このリーフレットと連携する形で，JARLホー

ムページでは「体験運用マニュアル」が公開されており

ます。このマニュアルでは，体験運用する際のQ&A，

交信内容の例，欧文通話

表や和文通話表も掲載さ

れており，実際の交信体

験（体験運用）にあたって

は，大変分かりやすく・

便利なマニュアルであり，

電波利用ホームページからも，ご紹介させていただい

ております。

　JARL会員の皆さま方のお力で，青少年など一般の

方が，アマチュア無線や電波の楽しさ・大切さ・使う

責任を知る・学ぶことにより，科学技術や無線技術に

対する理解と関心が深まることに期待しております。

▽（総務省）いつでも・どこでも・だれでも�アマチュ

ア無線の交信体験ができるようになりました

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/

amateur/exp_leaflet.pdf

12．謝辞

　令和2年12月の意見募集にJARL様からご意見をいた

だいたことをきっかけに，本制度改正の議論，検討が始

まりました（その経緯等の詳細につきましては，電波利用

ホームページをご確認ください。）。これに際しては，

JARL会長髙尾様から，「JARLは，大正15年（1926年）

に創立して以来，長きにわたって，アマチュア無線の普

及活動や人材育成などの活動を続けて来られた」こと，ま

た，「戦後発展した無線通信技術を支えてきた人材はアマ

チュア無線から生まれたとも言われており，戦後生まれた
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様々なイノベーションに，アマチュア無線という「趣味」

が大きく貢献したという歴史がある」ことを伺いました。

　本制度改正は，JARL様のこれまでの地道な活動が

積み上がってのものであることは言うまでもありませ

ん。また，この2年半に及ぶ議論，検討に当たっては，

JARL様をはじめとする多くの関係者の皆さま方から，

それぞれの立場を越えて，多大なるご尽力やご協力を

いただきました。

　この場をお借りして，改めて深く感謝の意を表します。

13．さいごに

　新制度の公布・施行，周知広

報やアマチュア無線界の取組も始

まり，ワイヤレス人材育成の裾

野を広げるための環境が整ってま

いりました。ワイヤレス人材の育

成は一朝一夕にはいかないものであり，新制度が効果

的なものとなるためには，これからのアマチュア無線

界の地道な取組が重要となります。ワイヤレス人材育

成の裾野を広げる取組に，ぜひともJARL会員の皆さ

ま方のご協力をお願いいたします。

　JARL会員の皆さま方のお力により，ワイヤレス人

材育成の取組がアマチュア無線界だけにとどまらず，

広く，情報通信・電波に関係する皆さま方や世の中に

広がっていき，さらに，アマチュア無線がSociety� 5.0

を支える人づくりの礎となっていくことが期待されて

おります。

　JARL様は，3年後の令和8年（2026年）には創立

100年を迎えられると伺っております。100年の長きに

わたり，アマチュア無線の健全な発展，あわせて内外

の無線科学，文化の向上と発展に寄与され，今，JARL

様への期待は，これまで以上に高まっております。

JARL様およびアマチュア無線の，ますますのご発展を

心よりお祈り申し上げます。

　2023年春号に続き，最後までお読みいただき，誠に

ありがとうございました。

電波法施行規則等の一部を 9 月 25 日に施行！！
─ アマチュア無線を活用したワイヤレス人材育成等に期待 ─

　令和5年3月22日に電波法施行規則等の一部の改
正が行われ，9月25日には無線局免許状に記載され
る周波数等の一括表示記号やいわゆるバンドプラン
の告示などの見直しが行われることになります。
　今回の制度改正は，JARL�NEWS前号と今号に
掲載された総務省総合通信基盤局電波部移動通信
課様の記事にもありますとおり，JARLから，令和
2年12月に「デジタル変革時代の電波政策懇談会」
で行われた意見募集に提出した「技術者の人材育成
や無線技術の実験・研究開発の促進を見据えたアマ
チュア無線の制度緩和が必要」との意見をきっかけ
に議論，検討が始まったものです。
　その後，ワイヤレス人材育成の観点からアマチュ
ア無線をより活用しやすい制度・環境等の実現に向
けて，令和4年1月から開催された「ワイヤレス人材
育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボー
ド」において，同年8月に「ワイヤレス人材育成のた
めのアマチュア無線の活用に関する提言」が取りま
とめられ，その提言等をふまえたものです。
　これにより，ワイヤレス人材育成の裾野を広げるた

めの，アマチュア無線の体験機会や活用機会の拡大，
デジタル化の推進，免許手続の迅速化や制度の簡素
合理化による申請者の負担軽減や申請処理期間の短
縮，行政の効率化等がより一層進むことになります。
　制度改正の詳細につきましては，本誌前号と今号
で総務省様に解説いただいておりますので，会員以
外の方にも今回の制度改正については，広くご理解
いただき，ワイヤレス人材育成へのご協力をいただ
きたたく，会員の皆様には今回の制度改正について
ご理解いただき周知等にご協力いただきますようお
願いいたします。
　最後になりますが，制度改正についてJARL�NEWS
で2号にわたり解説をいただきました総務省様にお礼
を申し上げます。
　また，今回の制度改正を活用してアマチュア無線
界をあげてワイヤレス人材育成に取り組んで参りま
すので，会員の皆様にはご理解ご協力いただきます
ようお願いいたします。

一般社団法人日本アマチュア無線連盟
会長　JG1KTC　髙尾　義則
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P.19�に関連記事があります

【注意】令和5年9月25日（月）に施行予定の内容です

注：この表は、「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件」（令和 5年総務省告示
第 80 号）を基に図示したものです。
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